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平成２３年度事業推進項目及び取組み方向（案）

１ ふれあいと支えあいの心が育む地域社会づくりのための活動
事 業 名 事 業 内 容 骨 子 実施予定 取り組みの方向等及び予算（事業費）等

■取り組みの方向１ ふれあいのまちづくり事業 １）安否確認事業
（１）安否確認事業の実施 通年 ・全地区社協（市民委員会代行含む）にお継

「 」 、 、 。地域内で ひとりの不幸も見逃さない ことを目的に ける取り組みを目指し 活動支援を図る続
①概ね７５歳以上の一人暮らしの方のうち、 ・ ・地域・在宅福祉部会において、検討・見
・介護保険サービス（ ）を週 直しを行ってきた内容について、全地区ホームヘルプサービス、デイサービス、デイケア 見
２回以上利用していない方。 に説明し、理解を深める。直
・災害弱者緊急通報システム未設置世帯。 ・地区社協助成額し
・配食サービス事業未利用世帯。 一律 ７０，０００円説

明・老人クラブやサークル活動に参加していない。
・電話を含めて家族等との往来がない方や
②概ね６５歳以上の夫婦世帯で、どちらか一方が寝た
きりの方がいる世帯で、安否確認を希望した方、ま
た

③①、②以外で地区社協または民生委員、町内会等が
必要と認めた方に対しても、関係機関や団体、地域
住民等で組織された担い手が、週２回、希望者の希
望した「訪問 「電話 「行動パターン」のいずれか」 」
による安否確認をする。

新 ■取り組みの方向（２）地域コーディネーター養成講座の実施 年１回
地域内にある課題の解決に向け、住民主体のシステム ・各地区社協から推薦された方を対象に、規

づくりや専門機関との連絡調整など、地域の身近な相談 旭川市の施策、市社協の取組み、地域コ
窓口・活動の中心となる人材を養成する。 ーディネーターの役割等学び、理解を深

める。

継 ■取り組みの方向２）ふれあいサロン開催支援事業の実施 通年
安否確認事業対象者を含めた一人暮らし高齢者や高齢者 ・全地区社協（市民委員会代行含む）での続
夫婦、乳幼児とその親等が住み慣れた地域の中で孤立する 取り組みを目指し支援の充実を図る。・
ことなく 生きがいを持ち 笑顔で安心して暮らすために ・地区社協助成額、 、 、 見
日常的なふれあいや交流を行う「場」を月１回以上開催す ① １８４，０００円直 Ａランク（年５２回以上開催）
る地区社協（市民委員会代行含む）に対して、活動経費の ② １０８，０００円し Ｂランク（年２４～５１回開催）
助成を行う。 ③ ７２，０００円説 Ｃランク（年１２～２３回開催）

・地域・在宅福祉部会において、検討・見明
直しを行ってきた内容について、全地区
に説明し、理解を深める。
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事 業 名 事 業 内 容 骨 子 実施予定 取り組みの方向等及び予算（事業費）等
継 ■取り組みの方向３）在宅高齢者等ふれあい生活援助事業の実施 通年

(１)選択事業 ・地区社協助成額続
各地区社協において次の事業を選択して実施する。 １事業 ３５，０００円・
①除雪・排雪サービス事業 ・地域・在宅福祉部会において、検討・見見
（福祉除雪サービス補完事業） 直しを行ってきた内容について、全地区直

②ノーマライゼーション運動事業 に説明し、理解を深める。し
説③啓発・養成・研修事業
明

(２)ふれあいサロン開催特別助成 通年 ・地区社協助成額 ３５，０００円継
年４～１１回、ふれあいサロンを開催する地区社協 ・地域・在宅福祉部会において、検討・見続
（市民委員会代行含む）に対して、開催経費の特別助 直しを行ってきた内容について、全地区
成を行う。 に説明し、理解を深める。

継４）ふれあいのまちづくり事業推進委員会の設置、運営 年２回
続ふれあいのまちづくり事業を円滑に進めるために、連絡

調整等を行う「ふれあいのまちづくり事業推進委員会」を
■予算（事業費）等開催する。なお、この委員会は地区社協会長・事務局長会

議をもって充てるものとする。 ・総事業費 １７，９９７千円

継 ■取り組みの方向２ ふれあいのまちづくり研修 １）ふれあいのまちづくり研修会の開催 １１月
地域内の様々な諸問題の解決とそれを包含した地域福祉 ・市民委員会連絡協議会福祉部会及び旭川会 続
活動の充実には、より多くの住民参加が必要となるため、 市民生児童委員連絡協議会との共催によ
「団塊の世代」や「主婦・主夫層」など潜在化している人 り進める。

■予算（事業費）等材を巻き込んだ活動の推進を図ることを目的とした研修会
を開催する。 ・総事業費 ３９９千円

継 ■取り組みの方向３ 歳末たすけあい義援金配分 １）安否確認事業特別配分 １２月

安否確認事業対象者に対して、年末年始時の安否確認の ・ １，０００円事業 続 安否確認事業希望者一人当たり
際に、年賀状や手みやげを持参し事業をより一層円滑に推 ・対象者数見込 １，７３１名・

見進することを目的として配分する。
直

１２月 ・１地区当たり２）ふれあいサロン年末年始特別配分 し ■取り組みの方向
地区社協（市民委員会代行含む）が実施するふれあいサ ・１地区あたり ３０，０００円説
ロンのうち、年末年始時期に行う参加者相互の交流事業等 ・見込み地区数 ３６地区明
の開催支援として配分する。

■予算（事業費）等
・総事業費 ２，８１１千円
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事 業 名 事 業 内 容 骨 子 実施予定 取り組みの方向等及び予算（事業費）等
継 ■取り組みの方向４ 敬老会開催支援 １）敬老会開催経費の助成 ８月

各地区社協等に対して開催経費の一部を助成する。 １２月 ・対象者一人当たり ６０円続
・対象者数見込 ３９，３００名・
（対前年比５．６％増）見

直
し ■予算（事業費）等

・総事業費 ２，３９７千円説
明

継 ■取り組みの方向５ ときわ市民ホール福祉推進 １）トレーニングルームの運営 通年
市民の健康増進や介護予防、機能回復訓練の場として、 ・開設日事業 続
運営する。 月曜日～金曜日（祝日除く）

午前９時～午後５時
■予算（事業費）等
・総事業費 ５２３千円

継 ■取り組みの方向６ ファミリー・サポート・セ １）育児型の運営 通年
生後６ヶ月から小学校６年生以下の子供の預かり及び送 ・地域福祉課との連携により、５つのモデンター「育児型」事業 続
迎等を会員間で相互援助し、地域住民同士で子育てを支援 ル地区（※１）において提供会員養成講・
する。 座を実施し、提供会員の増とモデル事業充

の推進に資することを目的とする。実
※１ モデル地区とは、本編 ページ10
の地域特性を活かしたまちづくり事業
におけるモデル５地区（以下同様）

・地域子育て支援事業、母子家庭等就業自
立支援センター等の各関係機関・関連事
業との連携を図る。

■予算（事業費）等
・総事業費 ８，０５７千円

継 ■取り組みの方向７ 地域子育て支援事業 １）地域子育て支援事業の運営 通年
育児サークル、子育てサロンに対して活動支援を行い、 ・育児サークル活動の支援続
広く地域に子育てに関する情報を提供し、子育てを地域で ・合同イベントの実施（地区別）・
支える環境づくりを行う。 ・子育てサロン支援・サークル活動におけ充
（１）育児サークルの会場借上料の負担 る総合的なコーディネート実
（２）育児サークル合同イベントの開催

■予算（事業費）等（会場確保、企画、運営）
（３）子育てサロン新規立ち上げ支援（地区別） ・総事業費 ３，８７７千円
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事 業 名 事 業 内 容 骨 子 実施予定 取り組みの方向等及び予算（事業費）等
継 ■取り組みの方向８ 地域支え合い事業 １）ファミリー・サポート・センター「介護型」事業 通年

（１）介護の援助を受けることを希望する者が安心して暮 ・地域福祉課との連携により、５つのモデ続

らすことができる環境整備を図る （家事援助等） ル地区において提供会員養成講座を実施。 ・

（２）介護予防の観点から生活の中に地域とのつながりを し、提供会員の増とモデル事業の推進に充

図る （相互援助活動） 資することを目的とする。。 実

・認知症サポートセンターとの連携

■予算（事業費）等

・総事業費 ４，８８０千円

継 ■取り組みの方向２）福祉除雪サービス事業 10月～3月

高齢者等の世帯が冬期間も安心して暮らせる地域生活を ・介護型・認知症サポートセンター事業を続

実現することを目的に、生活通路の除雪を通じて地域住民 はじめ、他機関との連携を図る。・

同士がつながる環境整備を図る。 ・提供会員の確保にあたっては、地域福祉充

課との連携によりモデル地区を主とした実

地区社協を始め、必要に応じて企業等に

も働きかける。

■予算（事業費）等

・総事業費 ２，１９０千円

継 ■取り組みの方向３）配食サービス事業の実施 通年

（１）６５歳以上の虚弱な高齢者で栄養改善を目的とする ・地域包括支援センター等との連携を図る続

高齢者に対して介護予防の観点から十分なアセスメン ・地域在宅連携チームの開催・

トを行ったうえで計画的・有機的につなげて食事を提 ・配食業者研修を行い、レベルアップを図充

供する。 る。実

（２）食事の提供のみならず、地区単位で利用者と住民の ・地区別単位での利用者対象の食事会実施

■予算（事業費）等関係性を創出することを目的に食事会の実施を行うこ
とで、高齢者のニーズ早期発見のシステムを築く。 ・総事業費 ３０，１７２千円
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事 業 名 事 業 内 容 骨 子 実施予定 取り組みの方向等及び予算（事業費）等
継 ■取り組みの方向４）認知症高齢者と暮らす家族支援事業 通年

地域において、認知症高齢者と暮らす家族に対して、援 ・地域福祉課との連携により、５つのモデ続

助を受けたい人と行いたい人を会員組織化し、相互援助活 ル地区において提供会員養成講座を実施・

動を行うことにより 家族が安心して生活することができ し、提供会員の増とモデル事業の推進に、 、 充

また、地域で認知症高齢者を支え合う環境づくりを推進す 資することを目的とする。さらに、認知実

る。 症サポーター養成講座との連携も強化す
る。

・ファミリーサポートセンター介護型事業
等との連携

・家族の集いの場づくりの実施（６回）
■予算（事業費）等
・総事業費 ４，２００千円

継 ■取り組みの方向５）認知症サポーターキャラバンメイト事務局運営事業 通年
キャラバンメイト、旭川市と協働して地域での認知症サ ・９圏域を始め、地域福祉課との連携によ続
ポーター養成講座の開催支援を行う。 りモデル地区等での開催を図る。・

・職域、企業での開催を図る。充
・認知症サポートセンターとの連携強化。実
■予算（事業費）等
・総事業費 １，１００千円

継 ■取り組みの方向６）認知症を受け入れる地域づくり事業 ９月
、「 」 「 」（ ）高齢化の進行に伴い 認知症を受け入れる地域づくり ・講演会 地域で認知症を支える 仮題続

が求められている。認知症高齢者とその家族を支え、認知 の実施
症を受け入れる地域づくりや、住み慣れた地域で自分らし
く老いを迎えるために、住民の支え合いの活動について学

■予算（事業費）等び、高齢者や主婦層などの福祉介護の分野や参画をすすめ
る。 ・総事業費 ３１０千円

継 ■取り組みの方向９ 地域介護力・家族介護力 １）地域介護力・家族介護力支援事業 ５月
地域、家族における介護力を高めるため、ホームヘルパ ９月 ・すずかけ近隣地区と神居、忠和地区を中支援事業 続

ー２級養成研修を年３回実施し、家庭や地域における介護 １月 心として周知する。・

力を高める環境づくりを推進する。 ・受講修了者に対し、地域支え合い事業等充

における住民参加型事業の担い手として実
協力の働きかけを行う。

■予算（事業費）等
・総事業費 ２，０００千円
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２ 地域の特性を活かした地域組織づくりの推進のための活動
事 業 名 事 業 内 容 骨 子 実施予定 取り組みの方向等及び予算（事業費）等

継 ■取り組みの方向１ 地域特性を活かしたまちづ １）地域特性を活かしたまちづくり事業の実施 通年
、 、 、 、くり事業 続 ・近文 新旭川 鷹の巣福祉村 永山第２

地域における福祉・生活課題等を、その地域の特性に応 永山第３地区の５地区をモデル地区とし
じて、地域住民や各関係機関が協働し、課題に対して早期 て進める。
に対応・解決できる地域組織づくりを行うため、平成２１ ・各モデル地区社協の進捗状況や地域の課

（ ）年度から５つの地区社協をモデル地区に指定して様々な取 題を解決する仕組み 地区社協実践計画
り組みを進めてきた。 づくりに向けた情報交換を行う。
モデル指定の３年目となる今年度については、地区内の ・地域の課題を解決する仕組み（地区社協

合意形成、関係機関や住民と地域における課題の共有、そ 実践計画）について、住民意識を高め、
の解決に向けた協働活動を更に進めるとともに、地域の課 計画を推進するための報告会（研修会）
題を解決する仕組み（地区社協実践計画）づくりを行う。 を実施する。
また、課題を解決する仕組み（地区社協実践計画）を地 ・新たな取組み地区の選定を行う。

域内で共有し、役割分担とともにその具体的な実践展開を
支援する。

■予算（事業費）等なお、地域における仕組みづくりのプロセスをマニュアル
化し、各地区への地域支援に活用する。 ・総事業費 ４５５千円

（１）地域アセスメント・福祉課題・生活課題の把握
（２）ネットワークの構築及び課題解決に向けた役割分担
（３）地域における担い手の確保

・ファミリーサポートセンター育児型（本編７頁 、介）
護型（本編８頁）及び認知症高齢者と暮らす家族支
援（本編９頁）の提供会員養成講座の開催

（４）解決に向けた協働活動
（５）協働活動の評価、目的達成の評価
（６）仕組みづくりをマニュアル化
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３ 安心と自立を支援するしくみづくりのための活動
事 業 名 事 業 内 容 骨 子 実施予定 取り組みの方向等及び予算（事業費）等

継 ■取り組みの方向１ 生活資金等貸付事業 １）生活福祉資金貸付事業
（１）生活福祉資金貸付、償還等援助指導 通年 ・低所得世帯、障害者世帯等の経済的自立続
（２）市民生児童委員連絡協議会との連携 通年 のために資金貸付を行う。
（３）生活福祉資金等の研修会等への参加等 随時 ・母子家庭については、母子家庭等就業・

自立支援センターと連携し、就業による２）特別生活資金貸付事業
（１）冬期生活資金 通年 経済的自立の支援を行う。

通年 ・相談体制の充実・強化を図る。３）臨時特例つなぎ資金貸付事業
通年 ・道社協と連携し、滞納者に対する償還指４）不動産担保型生活資金

（１）不動産担保型生活資金（高齢者世帯向け） 導を行う。
（２）要保護世帯向け不動産担保型生活資金

この貸付は、生活保護に優先させ、貸付金の利用
■予算（事業費）等期間中は生活保護の適用を行わないこととする制度

であり、福祉事務所との連携のもと進める。 ・総事業費 １３，７５６千円

継 ■取り組みの方向２ 福祉人材バンク事業 １）福祉人材就労斡旋事業の充実、強化
（１）求人・求職情報の提供及び斡旋等 通年 ・求人・求職登録による就職斡旋や就職相続
（２）ハローワーク、ナースセンター等との連携 随時 談会を開催して、就職希望者の就職及び

(就労相談等の連携実施) 社会福祉施設等の人材確保を支援する。
（３ 「福祉の職場就職相談会」の開催 年２回 ・ハローワーク出張相談（月１回）の実施）

により、潜在適用資格者等の就労相談な２）啓発広報事業の推進
（１）道人材センター事業広報パンフレット、ポスター等 随時 どを実施する。

の配布 ・ナースセンター主催の就職相談会に相談
（２）情報特集紙の無償広告及びこうほう旭川市民を活用 年２回 コーナーを設置し、就職・転職相談等を

した利用案内等掲載 実施する。
（３）市内運行バス車内での広告掲載 通年

■予算（事業費）等（４）社協あさひかわを活用したバンク事業案内の掲載 年２回
・総事業費 ７，２２７千円

継 ■取り組みの方向３ 福祉サービス苦情解決事業 １ 「旭川市明るい福祉施設をつくる運営協議会」との連携） 通年
事務局を担当。 ・円滑な事務局運営を図り、福祉サービス続

事業者の連絡調整や職員の資質向上のた
めの研修会を実施する。
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事 業 名 事 業 内 容 骨 子 実施予定 取り組みの方向等及び予算（事業費）等
継 ■取り組みの方向４ 高齢者等健康福祉センター １）高齢者等健康福祉センターの管理運営 通年

いきいきセンター新旭川・永山２館の指定管理者として ・高齢者の健康づくりと社会参加、交流の管理運営事業 続
効率的な管理運営に努めるとともに、各種の相談、自主事 促進を継続して行う。
業等の推進にあたる。

■予算（事業費）等

・総事業費 ３４，６８８千円

継５ 福祉機器・介護用品の貸出 １）福祉機器・介護用品の貸出 通年

続事業 介護ベット、車椅子等の短期間の貸出を行う。

継 ■取り組みの方向６ 母子家庭等就業・自立支援 １）母子家庭等就業・自立支援センター事業の実施 通年

（１）就業相談支援 ・就業支援セミナーの内容充実（実践セミセンター事業 続

就業相談員、就業促進員を配置し、就業に関する助 ナー等）と、プログラム策定者等への相

言及び相談、新たな求人開拓と合わせて企業の求人ニ 談業務や日常支援を強化し、母子家庭等

ーズの把握と就業相談者への情報提供を行う。 の母の就業を支援する。

（２）巡回相談会の開催 【巡回相談】

セミナー開催（旭川市／平日夜間、土曜日 道北 旭川市 ６回
管内／休日）にあわせて、巡回相談を実施する。 道北管内 ５回

（３）セミナー等の開催 【セミナー】
就業準備、離転職、自己のスキルアップ等に関する 旭川市開催 ９回

セミナーを開催する （年１６回） 道北管内 ７回。
（４）就業支援講習会の実施

就業に結びつく可能性の高い技能、資格を取得する ・関係機関との合同会議の実施
ための就業支援講習会を開催する （年２回） 旭川市、稚内市、名寄市、士別市、留。

（５）就業情報提供 萌市、富良野市で実施する。
継続して、ホームページ（インターネット、携帯電

話）を活用した情報提供等啓発活動を実施する。
（６）特別相談会の開催 【特別相談】

専門家による養育費等の特別相談会を開催する。 旭川市 １２回
（年１５回） 道北管内 ３回

（７）自立支援プログラムの策定
本人の生活状況、就業への取組、職業能力開発への

取組、資格取得への取組等について状況把握を行い、
■予算（事業費）等自立に向けた個々の対象者のケースに応じた自立支援

プログラムを策定し、個別支援を行う。 ・総事業費 １０，３８０千円
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４ 地域生活を支える福祉サービスのための活動
事 業 名 事 業 内 容 骨 子 実施予定 取り組みの方向等及び予算（事業費）等

■取り組みの方向１ 介護保険事業・障害者自立 １）居宅介護支援事業所の運営
（１）居宅サービス計画（ケアプラン)の作成 通年 ・関係諸法を遵守し、質の高いサービス提支援事業 継
（２）介護予防計画（介護予防ケアプラン)の作成 通年 供に努める。続
（３）要介護認定調査等の実施 通年 ・特定事業所加算(Ⅱ)による体制強化を図
（４）介護サービス情報の公表 年 回 り、安定した事業運営に努める。1
（５）自己研鑽・自己評価の実施 通年 ・ 在宅介護支援 「地域生活支援」という「 」
（６）職員の計画的な研修実施 通年 視点に立ち、公的サービスでは解決でき
（７）複数事業所連携事業による合同研修会の実施 通年 ない生活課題を発見した場合には、法人

内の地域・在宅連携チームと協働で解決
に向け取り組みを行う。

・複数事業所連携事業による合同研修会を
開催し、事業所間の交流・情報交換を図
り職員の資質向上に努める。

・事業費 ５１，３９０千円

■取り組みの方向２）訪問介護事業所の運営
（１）介護保険法による訪問介護員の派遣 通年 ・関係諸法を遵守し、質の高いサービス提継

（訪問介護・介護予防訪問介護） 供に努める。続
（２）障害者自立支援法による訪問介護員の派遣 通年 ・特定事業所加算(Ⅱ)による体制強化を図

（身障・知的・精神） り、安定した事業運営に努める。
（３）外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事 通年 ・ 在宅介護支援 「地域生活支援」という「 」

業受託による訪問介護員の派遣 視点に立ち、公的サービスでは解決でき
（４）難病患者等ホームヘルプサービス事業受託による訪 通年 ない生活課題を発見した場合には、法人

問介護員の派遣 内の地域、在宅連携チームと協働で解決
（５）介護サービス情報の公表（介護保険制度） 年 回 に向けた取り組みを行う。1
（６）自己研鑽・自己評価の実施 通年 ・苦情・事故対策（危機管理）体制を充実
（７）職員の計画的な研修実施や資格取得の実施 通年 させ、利用者の安心、安全に努める。
（８）複数事業所連携事業による合同研修会の実施 ・複数事業所連携事業による合同研修会を
（９）介護職員処遇改善交付金による職員給与体系及び研 開催し、事業所間の交流・情報交換を図

修体制の充実 り職員の資質向上に努める。
・介護職員処遇改善交付金により、介護技
術習得を図り職員の資質向上に努める。

・事業費 ２４０，４４０千円
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事 業 名 事 業 内 容 骨 子 実施予定 取り組みの方向等及び予算（事業費）等

■取り組みの方向３）認知症対応型共同生活介護事業の運営
（１）利用者の心身の状況に応じた介護と日常生活の中で 通年 ・関係諸法を遵守し、質の高いサービス提継

の機能訓練 供に努める。続
（２）食事その他の家事等の共同作業 通年 ・認知症の状態にある方を、共同生活住居
（３）利用者の趣味、嗜好に応じた活動の支援 通年 において、その有する能力に応じ自立し
（４）利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対す 通年 た日常生活を営むことが出来るよう支援す

る手続き る。
（５）家族、地域を含めた相談援助 通年 ・地域行事等に参加し、地域内でその人ら
（６）グループホーム外部評価の実施 年 回 しい安心のある生活が送れるよう支援す1
（７）介護サービス情報の公表 年 回 る。1
（８）自己研鑽・自己評価の実施 通年 ・地域ボランティアを積極的に受け入れ、
（９）職員の計画的な研修実施 通年 地域に開かれた事業運営に努める。
（ ）複数事業所連携事業による合同研修会の実施 ・複数事業所連携事業による合同研修会を10
（ ）介護職員処遇改善交付金による職員給与体系及び研 開催し、事業所間の交流・情報交換を図11

修体制の充実 り職員の資質向上に努める。
・介護職員処遇改善交付金により、介護技
術習得を図り職員の資質向上に努める。

・事業費 ４３，７７０千円

■取り組みの方向４）通所介護事業の運営
（１）食事、排泄、入浴等の日常生活における介助及び送 通年 ・関係諸法を遵守し、質の高いサービス提継

迎 供に努める。続
（２）利用者及び家族の相談や利用計画、サービスの調整 通年 ・ 在宅介護支援 「地域生活支援」という「 」
（３）利用者の健康管理、医療との連携支援 通年 視点に立ち、公的サービスでは解決でき
（４）要介護状態の軽減又は悪化防止のための機能訓練 通年 ない生活課題を発見した場合には、法人
（５）介護サービス情報の公表 年１回 内の地域・在宅連携チームと協働で解決
（６）自己研鑽・自己評価の実施 通年 に向けた取り組みを行う。
（７）職員の計画的な研修実施 通年 ・要介護状態等の利用者の心身の特性を踏
（８）複数事業所連携事業による合同研修会の実施 通年 まえて、全体的な日常生活動作の維持、
（９）介護職員処遇改善交付金による職員給与体系及び研 回復を図るための機能訓練及び生活の質

修体制の充実化 の確保を重視した居宅生活ができるよう
に支援し、また、利用者の社会孤立感の
解消や心身機能の維持並びに利用者の家
族の身体的・精神的負担の軽減を図る。
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事 業 名 事 業 内 容 骨 子 実施予定 取り組みの方向等及び予算（事業費）等

・複数事業所連携事業による合同研修会を
開催し、事業所間の交流・情報交換を図
り職員の資質向上に努める。

・介護職員処遇改善交付金により、介護技
術習得を図り職員の資質向上に努める。
・事業費 ３６，１１０千円

継 ■取り組みの方向５）短期利用生活介護事業の運営
（１）宿泊することにより、グループホーム、デイサービ 通年 ・家族や利用者本人の都合や意向によって続

スセンター利用者と共に過ごす時間を一定期間提供す 通常のデイサービス営業時間以外であっ
る。 ても、サービスを利用したり、宿泊する

（２）家族介護負担の軽減や介護者がリフレッシュするこ 通年 ことによって、介護にあたる家族の負担
とができるよう支援する。 軽減や認知症高齢者の在宅生活における

質の向上を図る。
１，９５０千円■予算（事業費）等

継６）事業推進体制の充実強化
続（１）サービスの質の向上 通年

（２）利用者等ニーズの把握 通年
■予算（事業費）等（３）サービスの評価 通年

（４）情報提供の促進 通年 ・総事業費 ３７３，６６０千円
（５）社協内連携体制の強化 通年

継 ■取り組みの方向２ 地域包括支援センター事業 １）包括的支援事業の実施
（１）介護予防ケアマネジメント事業の実施 通年 ・公正かつ公平を基本に介護予防に重点を続
（２）総合相談支援事業の実施 通年 おいた相談業務を展開する。

、 、（３）権利擁護事業の実施 通年 ・市内の相談関係機関 サービス実施機関
（４）包括的・継続的ケアマネジメント事業の実施 通年 行政機関、医療機関、地区社協を含む福

祉関係団体、ＮＰＯ法人や民生児童委員
と協働し総合的なマネジメントの中核を
担う。

、・上記関係団体とのネットワークを構築し
、個別ケースの支援や地域福祉課題の解決

発生予防に取り組む。

■予算（事業費）等
・総事業費 ２６，７４７千円
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事 業 名 事 業 内 容 骨 子 実施予定 取り組みの方向等及び予算（事業費）等

継 ■取り組みの方向２）介護予防支援事業の実施
（１）介護予防支援事業の実施 通年 ・対象者の主体的、継続的な自立生活が可続

能となるようなサービス提供に努める。
・介護予防ケアマネジメント、介護予防支
援、居宅介護支援が乖離することなく一
貫性、連続性をもった連携が図れるよう
に取り組む。

■予算（事業費）等
・総事業費 １９，８２４千円

継 ■取り組みの方向３ 地域福祉拠点事業 １）地域福祉活動拠点の運営 通年
地域には、高齢者だけでなく、子供から障がいのある方 ・地域福祉活動拠点にて、地域ニーズに対続
など、日々の生活の中で支援を必要とする様々な方が生活 応する地域の担い手の育成、介護力の育
している。そのニーズに応え得る次の機能を有する「地域 成を図るとともに、デイサービス、グル
福祉活動拠点」を運営する。 ープホーム等の介護保険事業と地域・家
（１）多様な福祉ニーズを持っている住民に対して、きめ 族介護力を高めるべく訪問介護員養成研

細かいサービスを提供していく機能。 修を実施し、高齢者、子育てサロン等を
（２）住民に対する相談・助言を行う機能。 展開することで、元気なときも、支えが
（３）住民や関係団体等との連絡・調整を行い、ニーズを 必要になったときも「なじみ」の関係に

含めた豊富な地域情報を収集する機能。 より住み慣れた地域の中で、暮らしてい
（４）地域住民の活動拠点としての機能。 くことができるシステム創りを行う。
（５）地域住民に対する福祉教育の拠点としての機能。 ・神楽岡・神楽岡東・西御料地の３地区社

協の活動の共有、ニーズの共有を図り、
地域活動の発信や住民主体による問題解
決のシステム構築を目指し、月１回開催
の運営委員会を支援する。
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５ 温もりとやさしさがつつむボランティア養成・育成のための活動
事 業 名 事 業 内 容 骨 子 実施予定 取り組みの方向等及び予算（事業費）等

継 ■取り組みの方向１ 旭川市ボランティアセンタ １）養成研修事業
（１）ボランティア講座の開催 年４回 ・年４回の開催ー事業 続

■予算（事業費）等・基礎講座
・スキルアップ講座 ・総事業費 ３８０千円

継 ■取り組みの方向２）啓発推進事業
（１）学校に対する福祉教育(総合学習)の支援 通年 ・学校に対する福祉教育、ボランティア続

・福祉教育推進検討会の開催 活動等の情報提供、協力支援
（２）ボランティア部活動等の支援 通年

■予算（事業費）等（３）福祉教育に関する情報提供 通年
（４）児童等の地域福祉活動参加支援 通年 ・総事業費 ２５千円

継 ■取り組みの方向３）情報発信事業
（１）ホームページによる情報提供 通年 ・継続続

■予算（事業費）等（２）社協機関紙「社協あさひかわ」の紙面活用による情 年３回
報提供 ・総事業費 １５６千円

継 ■取り組みの方向４）コーディネート事業
（１）相談及び紹介 通年 ・ボランティアニーズへの対応続

■予算（事業費）等（２）登録者のボランティア活動推進 通年
（３）登録時相談会の実施 随時 ・総事業費 １１４千円

継 ■取り組みの方向５）活動支援事業

（１）ボランティア団体情報の発信 通年 ・継続続

（２）ボランティア団体に対する情報提供 通年

■予算（事業費）等（３）ボランティア保険加入手続き及び加入促進 通年

（４）機材等の貸出 通年 ・総事業費 ３４９千円

継 ■取り組みの方向６）災害救援事業

（１）被災地社協等の状況調査 随時 ・継続続

（２）市消防本部との連携協議 通年

継 ■取り組みの方向２ 旭川市愛情銀行事業 １）金銭物品等の預託払出事業等

・金銭及び物品等の預託払出 通年 ・継続続

■予算（事業費）等・介護用品貸出事業物品の維持管理 通年

・総事業費 ７３５千円
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６ 地域福祉を支える社協の基盤整備のための活動
事 業 名 事 業 内 容 骨 子 実施予定 取り組みの方向等及び予算（事業費）等

継 ■取り組みの方向１ わかりやすい福祉情報の提 １）社協広報紙「社協あさひかわ」の発行 年３回
Ａ４判／８頁／カラー刷 ・社協活動の啓発を図り、読みやすい紙面供事業 続
１回当たり１４７，５００部を作成して、全世帯へ情報 づくりに努める。

、 。発信を行う。 ・配布については 地区社協を通じて行う
・地区社協（市民委員会）の未加入町内会
及び町内会未加入世帯への配布等につい
ても引続き検討を行う。

■取り組みの方向２）社協ホームページによる情報提供 随時
地域福祉事業の紹介等を掲載し情報提供を行う。 通年 ・情報の更新作業を随時行い、必要な情報

提供をする。
■予算（事業費）等
・総事業費 ３，２１５千円

２ 地区社協組織化・ステップ
継 ■取り組みの方向アップ支援事業 １）地区社協の活動基盤の強化

（１）地区社協役員等の各種研修会への参加支援 随時 ・全道域の各種研修会への参加支援を行う続
ことにより、今後の地区社協活動への参
考に資する。

・研修会への派遣は５地区を予定
継 ■取り組みの方向２）地区社協広報紙発行事業 通年

全地区社協での発行を目指し、地区社協で発行する広報 ・課題把握や課題解決に向けた情報提供、続
紙の発行経費助成（年１回分のみ）及び発行支援を行う。 助言を行う。
・発行実績地区－Ａ４版／４頁／２色刷／単価２４円

■予算（事業費）等・未発行地区 －Ａ４版／２頁／２色刷／単価１２円
・総事業費 ２，８４４千円

継 ■取り組みの方向３ 主要関係機関による連携強 １）主要関係機関による連携強化 通年
、化 市民生児童委員連絡協議会、市市民委員会連絡協議会、 ・三機関がより一層の連携強化を図るため続
。市社会福祉協議会が地域福祉を進める関係機関として、情 担当部局や各長と引続き検討協議を行う

報の共有化を図るために、三機関の連絡協議会設立に向け
た検討を行う。

継 ■取り組みの方向４ 旭川市民生児童委員連絡協 １）旭川市民生児童委員連絡協議会事務局業務の実施 通年
民協事務局を担当。 ・円滑な事務局運営を図り、民生児童委員議会事務局運営事業 続

活動の支援を行う。
・民生児童委員活動と社協活動の連携・強
化について引続き取り組みを行う。

■予算（事業費）等
・総事業費 ５，６００千円
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事 業 名 事 業 内 容 骨 子 実施予定 取り組みの方向等及び予算（事業費）等

継 ■取り組みの方向５ 第４期地域福祉活動計画の １）第４期地域福祉活動計画の評価
第４期地域福祉活動計画の推進状況について、計画の進 ６月 ・地域福祉活動計画評価委員会において、評価 続
捗及び評価を行う。 １１月 計画２年目（平成２２年度）及び平成２

。３年度上半期の進捗について評価を行う
・計画期間 平成２１年度から平成２５年度

継６ 財政基盤の確立 １）社協事業振興基金活用方策の検討 随時

続２）赤い羽根共同募金運動への協力 10～12月

随時３）国・道・市等公費財源の確保

随時４）新たな財源確保に向けた調査研究

継７ 運営体制の整備 １）効率的な事務局体制の整備 随時

続・組織の簡素化、事務処理の効率化を進める。

随時２）研修の実施と職員の資格取得奨励

・職員の資質向上及び専門的知識の習得に努める。

通年３）個人情報保護規程等の遵守

通年４）地域・在宅連携チーム会議の開催
相談記録を共有し、福祉課題から生活課題の潜在的ニ

ーズを顕在化し、地域づくりへと結びつける。

８ 会務の運営等 １）会務の運営

継（１）正副会長会議の開催 随時

続（２）理事会、評議員会の開催 随時

（３）部会及び委員会の運営 随時

（４）地区社協会長、事務局長等連絡会議の開催 随時

（ふれあいのまちづくり事業推進委員会を兼ねる）

７月 市内ホテルにて開催２）市社協創立６０周年・市共募発足６５年記念事業の開催 新
規①顕彰の実施

②記念大会の開催
③記念交流会の開催
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事 業 名 事 業 内 容 骨 子 実施予定 取り組みの方向等及び予算（事業費）等

継３）顕彰の実施

続・市社協会長表彰の実施及び道社協、全国社協等顕彰の 随時

推薦等

継４）職員福利厚生事業の推進

続・勤労者共済センター加入負担金助成 通年

継５）関係機関・福祉施設・団体等との連絡調整等

続（１）各種推進協議会・検討委員会等への参加協力等 随時

（２）援助、共催等

・福祉団体等全国及び全道大会等開催への協力等 随時

継６）社協役職員の研修、研究協議、交流活動
（１）全道社会福祉大会への参加派遣 ９月 稚内市で開催続
（２）各種研究協議、研修会、交流会等への参加派遣

・道北ブロック社協職員自主研修会 ６月 旭川市で開催
・各種研修、研究会等 随時

（３）全国規模研修会への参加等 随時
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平成２３年度 地区社協関係助成計画（案）

事 業 名 内 容 助 成 額

１地区 ７０，０００円１ ふれあいのまちづくり事業 ■安否確認事業（全地区取組事業）
※申請方式で助成する。

■ふれあいサロン開催支援事業（全地区取組事業）
実施頻度による基準を設け定額助成

実施頻度（回数） 助成額（年額）
Ａランク( ) １８４，０００円年５２回以上開催
Ｂランク( ) １０８，０００円年２４～５１回開催
Ｃランク( ) ７２，０００円年１２～２３回開催

＠３５，０００円×選択事業数■在宅高齢者等ふれあい生活援助事業
１）メニュー選択方式により、地区が取り組む事業数に応じ、定額助成

①除雪・排雪サービス事業（福祉除雪サービス補完事業）
②ノーマライゼーション運動事業
③啓発・養成・研修事業

２）ふれあいサロン開催特別助成
実施頻度（回数） 助成額（年額）

年４～１１回開催 ３５，０００円

１，０００円２ 歳末たすけあい義援金配分事業 ■安否確認事業特別配分 安否確認事業希望者１人当たり

１地区 ３０，０００円■ふれあいサロン年末年始特別配分

敬老会開催にかかる経費の一部を、昨年度の助成総額から住民会費減額分 １人当たり ６０円３ 敬老会開催支援
並びに事務費支出分を差し引いた額を上限として、対象人数に応じ比例配分
助成（対象者７７歳以上）

地区社協で直接受け入れ４ 地区社協活動費
（住民会費１００円を超える額＋地区社協賛助会費等を直接受け入れ）

各地区社協発行の広報紙作成経費を助成（年１回分のみ、全地区発行）５ 地区社協広報紙発行事業
24 1.05①発行実績のある地区（年１回／Ａ４版４ページ／２色） ＠ 円× ×社協あさひかわ配布世帯数＋５５部
12 1.05②発行実績のない地区（年１回／Ａ４版２ページ／２色） ＠ 円× ×社協あさひかわ配布世帯数＋５５部


